＜プロジェクト参加時＞
秘密保持に関する誓約書

私は,上記プロジェクト(以下「本件プロジェクト」という。)に参画するにあたり、企業秘密の取扱いに関し、就業規則,企業秘密保持規程及び既に提出した誓約書に基づく義務を負うことを確認し,加えて以下を誓約いたします。

記
(秘密保持の誓約)

第1条 会社の許可なく,本件プロジェクトに関して会社が企業秘密(営業秘密を含む。以下,同じ。)として指定した事項(以下「企業秘密事項」という。)を,本件プロジェクトの参画者以外の者に対し開示したり,又は本件プロジェクト遂行の目的以外に使用したりしないことを約束いたします。

(プロジェクト終了後の秘密保持等)

第2条 企業秘密事項を,本件プロジェクト終了後(退職後も含む。)も,不正に開示又は不正に使用しないことを約束いたします。

2　本件プロジェクト終了時,本件プロジェクトを担当しなくなったとき,又は会社による要求があるときには,企業秘密事項が記録等された文書,図画,写具,USBメモリ,DVD,ハードディスクドライブ,その他記録媒体等の資料及びそれらの複写·複製物及び業務に関連して取得した名刺等すべての資料であって自己の保管するものを,遅滞なくすべて会社に返還し,その旨書面にて報告いたします。

3　前項に定める場合において,企業秘密事項が自己の文書等に記録等されている時には、当該企業秘密事項を消去するとともに,消去した旨(自己の文書等に企業秘密事項が記録等されていないときは,その旨),書面にて報告いたします。

(第三者に対する守秘義務等の遵守)

第3条 貴社に入社する前に第三者に対して守秘義務又は競業避止義務を負っている場合は,本件プロジェクト参加前にその旨を上司に報告し,当該守秘義務及び競業避止義務を守ることを約束いたします。

(情報の帰属)

第4条 本件プロジェクトの業務の成果である情報は会社に帰属することを確認し,異議を述べません。

(競業避止義務)

第5条 在職中及び退職後1年間は,会社と競合関係にある企業ないし会社と競合関係にある企業の提携先企業に就職,役員就任,その他形態のいかんを問わず関与すること,会社と競合する事業を自ら開業又は設立すること,その他これに準ずる行為を行わないことを約束します。

(守秘義務手当)

第6条 貴社から支給される守秘義務手当が,本誓約書の遵守に対する手当であることをよく理解し,本誓約書を徹底して遵守します。

2 本誓約書の違反に関し利益を得た場合には,得られた利益の額をもって,貴社の損害とみなし,賠償します。ただし,貴社の損害がそれを超える場合には,貴社の被った損害を賠償します。

3 本誓約書の違反行為が存する場合には,違反行為後,守秘義務手当の受給が停止されることを認め,当該期間につき守秘義務手当が既に支払われている場合には,これを貴社に対し返還します。

(退職金の減額·没収)

第7条 本誓約書の違反行為が存する場合には,貴社の損害を賠償するほか,来有する退職金の半額につき受給資格を有しないことを認めます。また,退職金が既に支払われている場合には,支払われた退職金の半額を貴社に対し変換します。

2 前項に加えて,貴社の定める懲戒解雇に相当する事由がある場合には,貴社の損害を賠償するほか,本来有する退職金の全額につき受給資格を有しないことを認めます。また,退職金が既に支払われている場合には、支払われた退職金の全額を貴社に対し返還します。
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